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照会について

●

標記（平成30年6月6目付け ）
"

１

については, ,本件照会を求める理由では回答いたしかねますので，御了
承願います。
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〒100-8977

千代田区霞が関1-1-1
ノ

法務省矯正局成人矯正課御中，

／

平成30年6月6日

話■■■■

■弁護士会
会長

（担当事務

■■

率
電

l ‐-1) －
C

回答
蓉

一 依頼

本会は、本会所属の後記会員からの照会申出を適当と認めますので、弁護士法23条
の2に基づく照会をいたします。

つきましては、ご多忙中誠に恐縮ですが、別紙照会事項について、なるべく速やかに
本会宛にご回答くださいますようお願い申し上げます。

また、ご面倒をおかけしますが、個人情報保護の観点から、ご回答の際は簡易書留で
ご返送くださいますようお願い申し上げます。

ご回答につき、費用(コピー代等)を要するときは、ご回答書とともにご請求ください。

※回答に1カ月以上要する場合、費用が1万円以上かかる場合は、事前に当会担当事務
にご連絡ください。

※照会事項についてのお問合わせは、下記申出会員にご連絡ください。
その他のお問合せは、当会担当事務にご連絡ください｡

○ 《申出会員》 弁護士
電話

《ご参考》

弁護士法23条の2

1 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の
団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出が

あった場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、
これを拒絶することができる。

2弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して
必要な事項の報告を求めることができる。

なお、弁護士会照会の公共性に鑑み、照会先には、原則として回答・報告義務が
あるとされています（大阪高裁H19.1.30判決、東京高裁H22.9.29半II決等） 、あるとされています（大阪高裁H19.1.30判決、東京高裁H22.9.29判決等）

また、個人情報保護との関係では、監督官庁が作成した各種ガイドライ

個人情報保護法が例外と定める「法令に基づく場合」に、弁護士会照会が
と明示されており、本人の同意なく回答することが認められています。



〆
【受任事件の表示】

依頼者

相手方

事件名

【照会事項】
由

｜
釈放予定時期をご教示下勢

乙

さい。未定の場合にはその旨ご教示下さい。

○

○
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【照会を求める理由】

以上
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月刈日平成30年7

殿

法務省矯正局成人矯正課長

○ 照会について
●

●

標記(平成30_年6月8日付1－については，
を求める理由では回答いたしかねますので，御了承願います。
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〆
平成30年6月 8日

法務省矯正局成人矯正課長 様

凸

’

’

「 ｜の犯罪人名簿登録内容の調査について(照会）

○
｜のた

ゆ規定に基づき､別紙により回答願います。

下記の者について、 め必要です

､’ので
ノ

対象者

1 ． 本 籍

住 所

氏 名

生年月日

○



●

平成 年 月 日

法務省矯正局成人矯正課長

｜の犯罪人名簿登録内容の調査について(回答）

1

平成30年6月8日付で照会のあったこのことについて、下記のとおり回答します。

Q ■

11 筐う>ぐ封
シ／Lノ

対象者

1， 本 籍

住 所

氏 名

生年月日
《

[

／

‘該当あ'り
、

該当なし （該当ありの場合は下記登録内容についてご回答ください）

登録内容(資料等の写しにより回答いただいても差し支えありません）

｜
℃

Ｉ
Ｉ
Ｌ
ノ
ノ
仏

1言裁判言渡し年月日及び確定年月日

確定 年 月 日言渡し 年 月 日

3．罪名裁判所2．裁判所名

4．刑名・刑期・金額

5．備考

【ご回答者様連絡先】
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標記(平成30年7月2日付け については，

本件照会を求める理由では回答いたしかねますので，御了承願います。
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平成30年 7月 2日

法務省

矯正局成人矯正課長殿

受刑者の所在等について（照会）

Q ｜の施行上必要があるため､下記の者にかかる各事項について､照会致し
ます。

1
･ﾛ､

！

記

1 被照会者
1

氏 名

生年月日

本.籍地

2 照会理由
《
出
挙

｛
し

3 照会事項

（1）現在の所在地（刑務所等の名称。所在地）

（2）逮捕日時

（3）逮捕・送検を行った警察署

（4）罪名

（5）刑期

(裏面
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』
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○ 照会について

標記（平成SO年7月17．日付け

ついては，本件照会を求める理由で
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本件照会を求める理由で
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〆
平成30年7月17日、

法務省矯正局
成人矯正課 御中

■
■弁護士会
長■■■〈

云

O)
弁護士法第23条の2による照会書

当会所属弁護士’ ｜より弁護士法第23条の2第1項に基づき照会依
頼の申出がありました。
当会は、 この申出の審査をし、必要性、相当性があると判断したうえで、同条第
2項に基づき照会致しますので、誠にお手数ですが、速やかにご回答下さいますよ
うお願い申し上げます。

（弁護士法抜粋）

第23条の2 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所
又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出るこ
とができる。申出があった場合において、当該弁護士会は、その申出が
適当でないと認めるときは、 これを拒絶することができる。

2． 弁護士会は、前項の規定による申出に基づき、公務所又は公私の団体
に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

Q)

（お願い）

ご回答の際は、同封いたしました回答用紙と返送用封筒をご使用下さい。

また、ご回答に費用（コピー料金・追加郵券等）を要した場合は、請求書を添付
して下さい。後日、銀行振込にてお支払いさせていただきます。
ただし、費用が一万円を超える場合は、事前にご連絡をいただきたくお願い致し
ます。

※なお、 この照会は、個人情報の第三者提供制限の例外規定である個人情
に関する法律第23条1項1号や行政機関が保有する個人情報の保護に｜
律第8条第1項に規定する「法令に基づく場合」に該当するものです。

ノ

■■弁護士会23条の2照会TEL

報の第三者提供制限の例外規定である個人情報の保護
1号や行政機関が保有する個人情報の保護に関する法
「法令に基づく場合」に該当するものです。
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受任事件及び照会を求める理由

1．受任事件

（1） 受任事件の表示

裁判所係属の場合

裁判所未係属の場合

事件

裁判所 支部・平成 年（ ） 号

(2) 当事者の表示（カッコ内は原被告等の立場）

依頼者名

相手方名 ト
（ ）

2．照会を求める理由 以下のとおり
悠
○

－

(照会事項と要証事実との関連及び照会の必要性を具体的かつ簡潔に記載して下さい｡）
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照会を求める事項

扉写琿需

■■■■■
氏 名

住居（住(住民票上の住所）

本 籍

生年月日

性 別

記
○

C
イ

上記の者が釈放される際に申告した帰住先ないし貴所が把握されている帰住
先を御回答ください。
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平成30年葺月ぢ日
守

鱒”■弁護

法務省矯正局成人矯正課長

○
、

照会について

標記(平成BO年三垣2日付I妾■■■■■■■■■)については，
本件照会を求める理由では回答いたしかねますので，御了承願います。
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平成30年8月2 目
法務省矯正局成人矯正課御中

弁護士会

’会長

今
云 書照

後記本会所属弁護士から、下記のとおり、弁護士法23条の2第1項に基づく照会の申出があ

りました。本会は､ }この申出を適当であると認めましたので、同条2項に基づき照会申しあげま
す。つきましては、ご多用のところ恐縮ですが、至急ご回答くださるようお願いいたします。

1 ．受任事件

’Ｉ当事者O
や

委
嘱
関
係

↓一一』一

事
件
名
等

｜

’
2． 申出の理由別紙「申出の理由」記載のとおり

3．照会事項別紙『照会事項」記載のとおり

② 申出弁護士

氏名

(フリガナ）

弁護士法人の名称

(弁護士法人からの申出の場合）

電話番号

－｜

※蕊嫌嫌畷:奪羅踊陛職詳錦繍隻欝輔(瀧 焔
問い合わせいただいても結構です。

(参考）弁護士法23条の2
1 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会し
て必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった場
護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することがで
2弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会
告を求めることができる。

合にお
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しγ必
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2 申出の理由

CI 3照会事項

（1） 次の者が仮釈放後に申出した同人の帰住先をご教示ください

氏 名：

服役前の住所：

I

D

I

事件番号

判決宣告日
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０
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平成30年9慰月’ ’ 日

ゾ 長殿

法務省矯正局成人矯正課長，
ー

生

rﾍ）
照会について

標記(平成30"7月91日付げ’ 酢については,本
件照会を求める理由では回答いたしかねますので，御了承願います。
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〆
I
平成30年 7月31日

法務省矯正局 殿

成人矯正課 御中

｜ 昨護士会会長

○
(C 依 頼

＝●

ー

生
ロ報

本会は､本会所属会員｜ ｜の弁護士法第23条の2に基つく照会申
出を適当と認め、別紙のとおりご照会申し上げます。

ご繁用中恐縮ですが、別紙照会事項について、なるべく速やかに、ご報告下さいま

すようお願い申し上げます。

なお、返信用郵券同封いたしましたが、ご回答に特別の費用を要する場合はご連絡

下さい。

(zl
参考条文

弁護士法第23条の2 （報告の請求）

1 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公

私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。

申出があった場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認める

ときは、これを拒絶することができる。

2弁護士会は、前項の規定による申出に基づき、公務所又は公私の団体に照会

して必要な事項の報告を求めることができる。

拷

〃ﾘｳ参
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平成30年7月30日

艶藤圭。 理

F" |電言

照
合
云 申出

聿
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Cフ
下記のとおり弁護士法23条の2項に基づき照会申出する。

記
､

’当事者

■

O

●

9

住所

本籍

生年月日：

事件番号：

照会先 法務省矯正局成人矯正課課長

〒100-8977千代田区霞が関1．1－1

電話03-3580-4111

C

'､ 1 lは､現在､刑務所に収容されていますか。
2、収容されている場合、その刑務所名をご教示ください。

照会事項

｜
l■■■

照会を求める理由

’
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法務省矯成第>い$号
平成30年10月｜仏日

■ 塞※

ヴ

法務省矯正局成人矯正課長

0
, 照会について．

標記（平成30年8月28日付け

は，本件照会を求める理由では回答本件照会を求める理由では回答

漁 ｝ について
いたしかねますので，御了承願います。
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平成BO年8月28B

法務省矯正局成人矯正課御中
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電話番号｜
弁護士■■■■

今
云

会長

弁護士法第 2B条の2に基づく照会

当会所属会員■■■■から弁護士法第23条の2第'項(弁護士法人については
： 、

同法第SO条の21により準用） I琴基,づき照会の申出がありました。

つきましては，同条第2項に基づき照会いたしますので，誠にお手数ですが，別紙照会

事項につき同封いたしました回答書並びに返信用封筒を御利用のうえ御回答ください。

回答書は別途作成していただいても結構です。

回答の分量，大きさ等により返信用封筒の御利用が難しい場合や，本照会に関するお問

合わせ又はお申し出がございましたら，御面倒をお掛けじますが当会に御連絡ください

ますようお願いいたします。

なお，照会事項について御不明な点がございましたら本件申請人にお問合せください。
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、
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口
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I 記

■■■申請人

電話

FAX

I
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陵

受任事件の表 示

1依頼者名

2相手方名

3事件名

r､'，
、_〆と§ン

4事件における依頼者の立場(原告、被告その他）

■■

＝■■画■■ーq､ｰ｡○1■U■ー●‐ー｡？毎色●再Dg－舞一■■ぬDCや■凸一■①一■■＝■■＝■■一

Ｌ
Ｌ

Ｌ
Ｌ

Ｌ
の

に
ＬＬ

Ｌ

、
Ｌ

Ｅ
Ｅ
。
」
に

・
Ｌ
Ｌ
ｔ 照

今
云 を求める理由Ｌ

○、



『

事 項照
今
云

下記の者が出所する際に収容されていた刑務所名をご教示下さい。
／

下記の者が刑務所を出所する際に申告した同人の帰住先をご回答下さい。

１
２

記
ノ

氏 名

生年月日Q
師沸

〃f1
以上

鵬府噛ﾊ端'二
総砺3耐'繩､‘息
螂冒に撫榊
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平成30年12月13日

成人矯正

鰭
企画官（処官）

緯

補佐富(処')鰯

’ 事務官等（処1）

蕊■

○

起剥

l からの照会書への対応について

’記について,に 、標 から受刑者の収容先につ

いての照会書の送付があったところ，下記のとおり対応することとしたい。

記

1 依頼の要旨

I

’

｜〆･-ｰ、、
ノ 、

（ ノ
、、_ノ

園収
容施設の開示を求めるもの。

2結論

本件照会書については返戻することとし,先方に対しては,別添のとおり，

口頭で説明したい。

理由は下記3のとおり

3理由

（1）被収容者の在所照会に対する回答については，行政機関の保有する個人

情報の保護に関する法律（以下｢個人情報保護法」 という｡） ‘8条1項によ

る法令に基づく照会である場合のほかは， 同条2項3号に規定される他の

行政機関等に保有個人情報（収容の有無，有の場合は施設名）を提供する

収



瀞‘

場合において，保有個人情報の提供を受ける者が，法令の定める事務又は

業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し，かつ， 当該個人

情報を利用することについて相当な理由があるときに回答することとして

いる。

（2）本件照会について，法令に基づく照会（同法8条1項）ではないことに

加え，依頼者である’ ｜は， 同条2項3号に規定する他の行政

機関等(行政機関独立行政法人等，地方公共団体又は地方独立行政法人）

には当たらないことから，回答に係る法的根拠がなく，回答することはで

きない。

（3）なお，本件照会書については，文書による回答を行う特段の必要性が認

められないため， 口頭での対応で足りると思料され，本件照会書等の照会

文書については，返戻することとする。

1
I

○睦

(－4） 本件事務手続悟宅や占壱おっ毛 代理大を通桧扉た鶏会 (弁護士接2-8-条
_〃、ON言呑きゞ4句）司野
マフー乙一7－－．廷ぴう刃~ワドー‐

…蒙錨備穂滅雪鮪濤議論手-い5－

こと燗定礎左‘,ﾊ･z"｡ ②

'ズ》蝿'鵬
（

〆一、 －

【－ﾉ、

■

７

０

“

Ｉ

，

０

．

１

１

』

諒I
｜

｜



〆
(別添）

平成SO年10月9日付け及び同月16日付け文書をもって，受刑者の収容

先について照会のあった件については，行政機関の保有する個人情報の保護に

関する法律8条1項に規定される法令に基づく照会ではないことのほか，御社
は同条2項3号に規定する他の行政機関等（行政機関独立行政法人等，地方

公共団体又は地方独立行政法人）にも当たらないことから，回答することはで
きない。

したがって，本件照会書等の文書については，返戻させていただくこととす
る。

鮭の尭塁に弓

ぐ~）

･謂皇さ牛もたし.1画』

0 ；

「

、

1



「

法務省矯正局成人矯正課御中

受刑者の収容先についてのご照会

○

○

1



ノ

、

記

1．被照会者

氏 名

生年月日

住 所
I

%7Eし2．照会事項

上記被照会者の収容先の刑務所等の名称、住所
(ごエ

3．照会を求める理由

C墨
4．本照会に関する連絡先※

担当

■
一

１
１
１
Ⅱ
凡
陥
旧
旧
旧

」
住 所

電話番号

FAX

一
■
恒
皀
個
一
■
■
「
甲
０
■
■

、

以 上

2



平成30年10月16日

法務省矯正局成人矯正課御中

■■
受刑者の収容先についてのご照会

Q

Q

1



〆 ｜
’

記

1．被照会者

氏 名

生年月日

本 籍

住 所

2．照会事項

上記被照会者の収容先の刑務所等の名称、住所・ ・ .／
I!!il･

6
3．照会を求める理由

4．本照会に関する連絡先※

■■
電話番号：

FAX:

電話番号

FAX ’

I」
以 上

2
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灘購議
00000●0
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法人番号3010005005429

法人番号8010505001641
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(注1）○印の法人は､行政執行法人(役職員が国家公務員の身分を有するもの(7法人)）
(注2)☆印､★印の法人は､国立研究開発法人(27法人）
★印の法人は､特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法
（平成28年法律第43号)に基づいて指定された法人(8法人）

鬮譲織監薑蕊辮溌窪j§職研究開発法人｣は省略
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■

法 司亜眉

●〆

弾

労

区分 設立団体
■ ●

対象業務 法人名 設立年月日

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

山形県｡酒田市

福島県

栃木県

群馬県

埼玉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

大学

試験研究

大学

試験研究

大学

試験研究

公営企業型

大学

公営企業型

大学

大学

公営企業型

社会福祉

大学

大学

公営企業型

大学

大学

公営企業型

公営企業型

大学

大学

大学

試験研究

公営企業型

公営企業型

試験研究

大学

大学

大学

大学

大学

大学

大学

公営企業型

公営企業型

大学

大学

公営企業型

公営企業型

公営企業型

北海道公立大学法人札幌医科大学

地方独立行政法人北海道立総合研究機構

公立大学法人青森県立保健大学

地方独立行政法人青森県産業技術センター

公立大学法人岩手県立大学

地方独立行政法人岩手県工業技術センター

地方独立行政法人宮城県立こども病院

公立大学法人宮城大学

地方独立行政法人宮城県立病院機構
｡

公立大学法人国際教養大学

公立大学法人秋田県立大学

地方独立行政法人秋田県立病院機構

地方独立行政法人秋田県立療育機構

公立大学法人山形県立保健医療大学．

山形県公立大学法人

地方独立行政法人山形県･酒田市病院機構

公立大学法人福島県立医科大学

公立大学法人会津大学

地方独立行政法人栃木県立がんセンター

地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンター

群馬県公立大学法人

公立大学法人埼玉県立大学

公立大学法人首都大学東京

地方独立行政法人東京都立産業技術研究ｾﾝﾀｰ

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センタ一
0

地方独立行政法人神奈川県立病院機構

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所

公立大学法人神奈川県立保健福祉大学

公立大学法人新潟県立大学

公立大学法人新潟県立看護大学

公立大学法人富山県立大学

石川県公立大学法人

公立大学法人福井県立大学

公立大学法人山梨県立大学

地方独立行政法人山梨県立病院機構

地方独立行政法人長野県立病院機構

公立大学法人長野県立大学

公立大学法人岐阜県立看護大学

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター

地方独立行政法人岐阜県立多治見病院

地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院

H19.4.1

H22.4.1

H20.4.1

H21.4.1

H17.4.1

H18.4.1

H18.4.1

H21.4.1

H23.4.1

H16.4.1

H18.4.1

H21.4.1

H22.4.1

H21.4.1

H21.4.1

H20.4.1

H18.4.1

H18.4,1

H28.4.1

H30.4.1

H30.4.1

H22.4.1

H17.4.1

H18.4.1

H21.4.1

H22.4.1

H29.4.1

H30.4.1

H21.4.1

H25.4.1

H27.4.1

H23.4.1

H19,4.1

H22.4.1

H22.4.1

H22.4.1

H30.4.1

H22.4.1

H22.4.1

H22.4.1

H22.4.1
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区分 設立団体 対象業務 法人名． 設立年月日
大学

公営企業型

大学

大学

大学

公営企業型

大学

大学

大学
●

公営企業型

静岡県公立大学法人

地万独立行政法人静岡県立病院機構

公立大字法人静岡文化芸術大学

愛知県公立大学法人

公立大字法人三重県立看護大学

地万独立行政法人三重県立総合医療センター

公立大字法人滋賀県立大学 ‘．

京都府公立大学法人

公立大字法人大阪府立大学

地万独立行政法人大阪府立病院機構

H19.4.1

H21.4.1

H22.4.1

H19.4.1

H21.4.1

H24.4.1

H18.4.1

H20.4.1

H17.4.1

試験研究 地万独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所 H24.4.1

大阪府,大阪市
試験研究

試験研究

地万独立行政法人大阪健康安全基盤研究所

地万独立行政法人大阪産業技術研究所

H29.
、

H29.4.1

兵庫県 大学 公立大字法人兵庫県立大学 H25.4.1

奈良県

大学

公営企業型

大学

公立大字法人奈良県立医科大学

地万独立行政法人奈良県立病院機構

公立大字法人奈良県立大学

H19.4.1

H26.4.1

H27.4.1

和歌山県 大学 公立大字法人和歌山県立医科大学 H18.4.1

鳥取県 試験研究 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター H19.4.1

鳥取県･鳥取市 大学 公立大字法人公立鳥取環境大学 H24.4.1

島根県 大学 公立大字法人島根県立大学 H19.4.1

岡山県
大学

公営企業型

公立大字法人岡山県立大学

地万独立行政法人岡山県精神科医療センター

H19.4.1

H19.4.1

広島県 大学 公立大学法人県立広島大学 H19.4.1

山口県

大学

試験研究

公営企業型

公立大字法人山口県立大学

地万独立行政法人山口県産業技術センター

地方独立行政法人山口県立病院機篝

H18.4.1

H21.4.1

H23.4.1

徳島県 公営企業型 地万独立行政法人徳島県鳴門病院 H25.4.1

愛媛県
O －

大学 公立大字法人愛媛県立医療技術大学 H22.4.1

高知県 大学 局知県公立大字法人 H23.4,1

福岡県

大学

大学

大学

公立大学法人九州歯科大学

公立大字法人福岡女子大学

公立大学法人；昌岡県立大学

H18.4.1

H18.4.1

H18｡4.1

佐賀県 公営企業型 地万独立行政法人佐賀県医療センター好生館 H22.4.1

長崎県 大学 長崎県公立大字法人 H17.4.1

熊本県 大学 公立大字法人熊本県立大学 H18.4.1

大分県
大学

大学

公立大字法人大分県立看護科学大学

公立大字法人大分県立芸術文化短期大学

H18.4.1

H18.4.1

宮崎県 大学 公立大字法人宮崎県立看護大学 H29.4.1
指定

都市
札幌市

､横浜市

静岡市

名古屋市

大学

大学

公営企業型

大学

公立大字法人札幌市立大学

公立大字法人横浜市立大学

地万独立行政法人静岡市立静岡病院

公立大字法人名古屋市立大学

H18.4.1

H17.4.1

H28.4.1

H18.4.1
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区分 設立団体 対象業務 法人名 設立年月日

指定
都市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

公営企嘗 ﾐ型

大学

試験研究

大学

公営企業型

公営企業型

大学

公営企業型

公営企業型

大学

公営企業型

大学

公営企業型

地方独立行政法人京都市立病院機構

公立大学法人京都市立芸術大学

地方独立行政法人京〕
I

I市産業$ E術研究所

公立大学法人大阪市立大学

地方独立行政法人大阪市民病院機構

地方独立行政法人堺市立病院機 鷺

公立大学法人ネ 1戸市外国語大学

地方独立行政法人ﾈI 1戸市民病院機構

地方独立行政法人岡山市立総合医療センター

公立大学法人広島市立大学

地方独立行政法人広島市立病院機構

公立大学法人北九州市立大学

地方独立行政法人福岡市立病院機構

H23.4.1

H24.4.1

H26.4.1

H18.4.1

H26.10,1

H24.4.1

H19.4.1

H21.4.1

H26.4.1

H22.4.1

H26.4.1

H17.4.1

H22.4.1

青森県

秋田県

栃木県

群馬県

千葉県

新潟県

石川県

福井県

山梨県

長野県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

岡山県

広島県

山口県

青森市

秋田市

小山市

前橋市

高崎市

東金市･九十九里町

旭市
D

l 山武市

長岡市

金沢市

小松市

敦賀市

都留市

長野市

上田市

桑名市

大津市

福知山市

吹田市

泉佐野市

東大阪市

明石市

加古川市

新見市

尾道市

府中市

下関市

山陽小野田市

大学

大学

公営企業型

公営企業型

大学

大学

公営企業型

公営企業型

公営企業型

大学

大学

大学

大学

大学

公営企業型

大学

公営企業型

公営企業型

大学

公営企業型

公営企業型

公営企業型

公営企業型

公営企業型

大学

大学

公営企業型

大学

公営企業型

大学

公立大学法人青；桑公立大学 D q

公立大学法人秋田公立美術大学

地方独立行政法人市立秋田総合病院

地方独立行政法人新小山市民病院

公立大学法人前橋工科大学

公立大学法人高崎経済大学

地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター

地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院

地方独立行政法人さんむ医療センター

公立大学法人長岡造形大学

公立大学法人金沢美術工芸大学

公立大学法人公立小松大学

公立大学法人敦賀市立看護大学

公立大学法人都留文科大学

地方独立行政法人長野市民病 澆

公立大学法人長野大学

地方独立行政法人桑名市総合医療センター

地方独立行政法人市立大津市民病院

公立大学法人福知山公立大学

地方独立行政法人市立吹田了 7民病院

地方独立行政法入りんくう総合医療センター

地方独立行政法人市立東大阪医療センター

地方独立行政法人明石市立市民病院

地方独立行政法人加古川市民病院機構

公立大学法人新見公立大学

公立大学法人尾道市立大学

地方独立行政法人府中市病院機構

公立大学法人下関市立大学．

地方独立行政法人下関市立市民病院

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学

H21.4.1

H25.4｡1

H26.4.1

H25.4.1

H25.4.1

H23.4.1

H22.10.1

H28.4.1

H22､4.1

H26.4.1

H22.4.1

H30.4.1

H26.4.1

H21.4.1

H28.4.1

H29.4.1

H21.10.1

H29.4.1

H28.4.1

H26.4.1

H23.4.1

H28.10.1

H23,10.1

H23.4.1

H20.4.1

H24.4.1

H24.4.1

H19.4.1

H24.4.1

H28.4.1
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福岡県

設立団体

大牟田市

筑後市

芦屋町

鞍手町

川崎町

対象業務

公営企業型

公営企業型

公営企業型

公営企業型

公営企業型

活人名

少幽幻錘￥1丁』駅法人入牢出市立病院

少哩ﾉ｣@霊ユ1J以濟人別俊而ヱリ丙院

壬幽ﾉJ1ヱユ1丁』以渡人戸厘甲央病院

坐哩ﾉJ9璽皇ﾑ1丁』駅法人くらエツ丙l尻

凸凹勾煙￥1丁以汰人川崎町立病院

設立年月日

H22.4.1

H23.4.1

H27.4.1

H25.4.1

長崎県

長崎市

佐世保市

公営企業型

公営企業型

公営企業型

全曙ダJ9電呈ﾑ1丁L騏法人氏崎市立病院機構

少uzJ9ヱユL1rJ-』以渡人兆松甲異病院

少哩ﾉ“頭上ﾑ1，騏猛人低直保市総合医癖セン勾一

H24.4.1

H17.4.1

H28.4.1

宮崎県
宮崎市

西都市

大学

公営企業型

公ヨェゾL手酒八邑#句公』匹天字

少哩幻りヱ当ﾑ1丁』駅蔵人四劃j児湯医囑センター

H19.4.1

H28.4.1沖縄県

北海道

那覇市

幽館圏公立大学広域
連合 ．

(2市1町）

公営企業型

大学

舎哩"J9玉当ム1J』以酒人那覇巾互柄l院

●

公立大学法人公立はこだて未来大学

H20.4.1

H20.4.1

長野県 灘譽軸立大学事
(3市2町1村）

大学 公立大学法人公立諏訪東京理科大学 H30.4.1

熊本県

氾万狸立行政法人

<まもと県北病院機構段立
組合

.

(1市1町）
公営企業型 地方独立行政法人くまもと県北病院機構 H29.10.1

沖縄県 撫譽域市町村圏事
(1市2町9村）

大学 公立大学法人名桜大学
H22.4.1

蘆雰～電塞琴 大学 公営企業型 試験研究 社会福祉 合計
都道I 守県 48 21 10 1 80指声； K市 8 8 1

17市町村 16 25
’

41
一部事務組合･広域連合

~口

3 1
4'合計

75 55 11 1 142
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殿

法務省矯正局成人矯正課長
～

照会について
、 、●

標記（平成3,0年12月26日付け ｜
I

については，

本件照会を求める理由では回答いたしかねますので，御了承願います9

二一專

（

1

1

’ 久宝

鶴

災'1

⑧

火皿I

鰯

補佐官等 事 務 官 等

書留簡易書留速達特定記録レターバック

料金受取人払鰕gユ円分使用
罐者発送 ／月却日
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1

法務省矯正局成人矯正課長殿

’勺

』

入所刑務所等の回答依頼について（依頼）

業務上必要につ童ぐう趣h嘔院E柔払に“ﾂ}術か趨可制罷初

月年

本
氏
生

籍
名
日

､ "一

6

について刑務所への服役事実の有無。服役事実があれば、

1入所刑務所及び入所年月日

2服役期間

3刑終了（出所予定日）

4その他参考事項

を調査の上、回答願います。

(う

本件担当

電話番号
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法務省矯正局成人矯正課長
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○
一

照会について
輪

標記（平成31弔2月15日付Iメ ）については，本件照
で

会を求める理由では回答いたしかねますので，御了承願いま-ﾂﾌｹﾞ

’Q

’

’

1

I

矼罫島け

書留

料金

簡易書

受取人払

起案者発送．
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平成31年2月15日
者

法務省矯正局

成人矯正課長様

在監場所について（照会）

○
【照会理由】

凧一戸願了可＝
【照会事項】

に関し、以

l

I f

下の事項についてご回答ください。

’ ロは現在服役中ですか。
2服役中であるとすれば、収容施設はどこですか。

Q

軒~, ,毛呂■見＝L■~両 用・望 ｜や 両一療邑．瓦
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法務省矯成第祁号
平成31年4.月『日

鰯会簔号“

法務負矯正弓成人矯正課長／
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’照会番号 （ ）

（ 平成31年3月15日

法務省矯正局成人矯正課御中

Ｊ
１

I ■1

1 電話番号

’
｜ ｜弁

≦畜蓑1，． ， 目

護士会

1 0 1

(迦 弁護士法第2 3条の2‘に基づく照会

当会所属会買 ｜から弁護士法第23条の2第i項(弁護士法人については
同法第30条の21により準用)に基づき照会の申出がありました6

つきましては,，同条第2項に基づき照会いたしますの:で,誠にお手数ですが，別紙照会

事項につき，同封いたしました回答書ならびに返信用封筒を御利用のうえ御回答ください。

回答書は別途作成していただいても結構です。

回答の分量，大きさ等により返信用封筒の御利用が難しい場合や，本照会に関するお問

い合わせ又はお申出がございましたら,､御面倒をお掛けしますｶﾐｩ当会に御連絡ください

ますよう'お願いいたします。 、 ： 、 ： ‘ ．: ”

なお，照会事項について御不明な点がございましたら本件申請人にお問合せください。
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受任事件の表示

1 依頼者名

2 相手方名

3 事件名

※争訟中の場合には係属官庁・事件番号，

準備中の場合にはその旨も記入して下さい。＠

4 事件における依頼者の立場（原告，被告その他）
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平成31年2月28日

／

法務省矯正局成人矯正課御中

へ

、

～

在監照会について（依頼）

標記の件について、下記のとおり在監照会をいたします。
Q)

呈司

冒旧

氏名

生年月日

住所

理由
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令和元焦7涙2又曰縛

電子決裁回付車
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法務省矯正局成人矯正謡這／・ 〆》
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照会1こついて
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(令和元毎”''｡日ゆさ一については,本件照
めぞ&理曳では回劉､たしかねま充ので,御了謝頭います。

⑱

記
求
標
を
ｇ
今
云

0

腫書
I
D

F

■1

9

1

一・

口

i人 §1 劉無 q

4

ｊ
く

＝
ｰ

え 企画官 補 左官等 事 1 蓋
』 与 等．

'＆卿

亀
州
⑧

戸「

司

固
■■■

｡｡

､

('<LIノ

留簡易書留速達特定記録レターバック

料金受取人払 ⑬／Z○円分使用
起案者発送′7月2､g.g

Ｇ

ｅ
ｅ

ロ
●
Ｑ
・鍵

卯
９
．
鈍
●

ぬ

け

●

。
Ｂ
で
●
封
◆

●
・
●
８
●
●
●
、

．
、
垂
辮

↓
Ｕ
◇



F
／

イ〆

’
令和元年 6月11 日 ‘

法務省矯正局成人矯正課御中

■■弁

会長

護士会

1

回答ご依頼

本会は､本会所属会員’ ｜ 弁護士からの照会申出を､審査の結果適当と認
めて、弁護士法23条の2に基づき照会いたします。

つきましては、ご多忙中まことに恐縮ですが、別紙照会事項につき、なるべく速やか

に本会宛に書面にてご回答くださいますようお願いいたします。

なお、ご調査に日時を要するときは、その旨をご一報下さい。

また、ご回答につき、コピー代などの実費を要するときは、ご回答書とともに振込先

口座番号明示の上、ご請求ください。本会より後日お送りいたします。

本照会は弁護士法23条の2に基づく照会であり、次の条項に定める「法令に基づく

場合」 と解されています。即ち、これらの法律に定める個人情報の利用者提供に関する

制限規定の適用が除外されています。

①行政機関等

「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」第8条第1項

②独立行政法人等

「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」第9条第1項

③民間の個人情報取り扱い事業者

「個人情報の保護に関する法律」第23条第1項第1号

弁護士法23条の2

1,弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団

体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった

場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶

することができる。

2．弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要

な事項の報告を求めることができる。
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’
令和元年6月10日

■■■■弁護士会

会長 殿

住所

申出会員

電話番号

FAX震号

嶮
○

〈
云照 の 申 出

私が受任した後記の事件につき、後記照会先に照会して、照管

を求められますよう弁護士法第23条の2に基づき申し出ます。

照会事項について報告

【依頼者の氏名】

総
○

【照会先の表示】

住 所 〒100－8977

東京都千代田区霞が関1－1－1

照会先名称 法務省矯正局成人矯正課

電 話 03－3580－4111

１
１
〆

【照会事項】

別紙のとおり6

－1－

~ー ~~一ー－4．月,---.- P畠全一‘・ﾛq ･ ･｡～P計哨皇室里号厚 ･ ~｡ . ･- , .

一一一 一 ・ 画. . L- r_二・ ﾆﾆ弓し..‐.



画
酔
即
Ⅳ
“
ｊ
１
ｉ

雪

百口

求める理由】会を
飼
祠
Ｈ
Ｊ

ｐ
Ｅ
■
■
堅

G

‐2－



騨
蹴
勵
肝
＃
Ｉ

一

【受任事件の表示】

( －
〔諺 事件番号

事件名

当事者

【相手方代理人弁護士の有無・事務所名

相手方代理人弁護士｜
事務所名

所属弁護士会

氏名

･所属弁護士会 氏名】●

(一儀
一／’

【参考事項】 、、

なし。

【添付資料】

以上
ノ

－3‐
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【照 会 事項】

■
について、以下の事項をご回答下さい。

上記の者は現在服役中ですか。
（

服役しているとすればその収容施設はどこですか。

釈放されているとすれば釈放された年月日と帰住4日と帰住先

ｆ

●

１
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をご回答下さい。(静
以上
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令和元年7月17日

法務省矯正局

成人矯正課長様

在監場所について（照会） ノ

瞳＠
【債権の種類】 ‘
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ノ

I

I債権の発生経緯】

【照会の根拠法令】

望

【その他】

二担当
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令和元年・ 7月18 日

法務省矯正局成人矯正課御中

■■弁 護士会

’会長

回答ご依頼

本会は､本会所属会員■弁護士からの照会申出を､審査の結果適当と認め
て、弁護士法23条の2に基づき照会いたします。

つきましては、ご多忙中まことに恐縮ですが、別紙照会事項につき、なるべく速やか

に本会宛に書面にてご回答くださいますようお願いいたします。

なお、ご調査に日時を要するときは、その旨をご一報下さい。

また、ご回答につき、コピー代などの実費を要するときは、ご回答書とともに振込先

口座番号明示の上、ご請求ください。本会より後日お送りいたします。

本照会は弁護士法23条の2に基づく照会であり、次の条項に定める「法令に基づく

場合」 と解されています。即ち、 これらの法律に定める個人情報の利用者提供に関する

制限規定の適用が除外されています。

①行政機関等

「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律j第8条第1項

②独立行政法人等

「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」第9条第1項

③民間の個人情報取り扱い事業者

「個人情報の保護に関する法律」第23条第1項第1号

弁護士法23条の2

1．弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団

体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった

場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは､これを拒絶

することができる。

2．弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要

な事項の報告を求めることができる。
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令和元年 7月17日

岳酢護士会
会長■■ |殿

住所

謡記函 ’
急 貝震会の申E

私が受任した後記の事件につき、後記照会先に照会して、照会事項について報告

を求められますよう弁護士法第23条の2に基づき申し出致します。

【依頼者の氏名】

’

【照会先の表示】

住 所 〒100－0013

東京都千代田区霞が関1丁目1－1

法務局矯正局成人矯正課

03-3.580-4111

遇 照会先名称

電 話

【受任事件の表示】

【相手方代理人弁護士の有無・事務所名・所属弁護士会・氏名】

相手方代理人弁護士■■
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【照会事項】 ●

／〃

【照会を求める理由】
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■■■■■■
照会日2020年01月28日《

司成人 ク”*.〃畏謂

■■■弁
会長

2に基づく照会

基づく照会請求に関しての申出を、本会は適当

いて、なるべく速やかにご報告下さいますよう

申請弁護壬に交付するのでご留意下さい。

用を要する場合、本会まで予めご連絡下さい。

照会申請弁護士宛でお願いします｡ ）

ロl雲 、そのまま照差

司答に特男||の薯

回答書作成料等の請求書の宛名は、当会宛ではなく、

◎参考条文

弁護士法第23条の2（報告の請求）

1項弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照

会して必要な事項の報告を求めることを申出ることができる。申出のあった場合において、

当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

2項弁護士会は、前項の規定による申出に基づき、公務所又は公私の団体に照会して必要な事

項の報告を求めることができる。

個人情報の保護に関する法律

.2005年4月に施行された個人情報の保護に関する法律との関連で、弁護士会照会は、 「法令に基

匙（
づく場合」 （目的外使用については第16条3項1号、第三者提供について

本人の同意なく、個人情報を開示・提供できる場合にあたると解されて
．:iら． ．

ー

【問い合わせおよび回答送付先】

事務局■■■■■■■■■■■TEL■■■■■■
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令和2年1月23日

Ⅱ■■弁護士会会長殿
事務所所在地

勇
電

■■弁護士会所属・登録番
弁 争

貝登＝申出毫壽

私は、弁護士法第23条の2第1項に基づき、次のとおり照会の申出をいたします。

1．照会先（公務所又は公私の団体）
所在地 〒100-8977

東京都千代田区霞が関1－1－1

匙
○

電話03-3580－4111

名称 法務省矯正局成人矯正課課長

2．受任事件
当事者

［ ］

照会申出弁護士の依頼者名の頭には○を付けてください。
［ ］内には、原告・被告等当事者の地位を必ず記載してください。

逸
○

※
※

事件
(1)係属官庁及び事件番号

(2)事件名

（3画の概要臺函容筆
※（2）事件名、 （3）事件の概要・受任内容等については、それぞれ事件を特定する
ために必要な事項（予定される事件名、事件の概要等）を記載してください。

3．照会を求める理由((1)争点、 (2)証明しようとする事実、 (3)照会を求める事項と証
明しようとする事実との関連等を､守秘義務及び関係者のプライバシー等との関係で
差し支えない範囲で、具体的かつ簡潔に記載してください。 ）
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4.照会を求める事項

・ 別紙照会事項書のとおり。 （できるだけ一問一答式にしてください。 ）

5．照会申出書の送付・不送付

この申出書の写しを照会先に送付することは(差し支える
一lｰ国マーーI J I一』 J

…書の写しを照会錨に送付することは(差し支え奇逢至竪陰…，
差し支える場合は、上記2， 3の事項を差し支えない範囲で、別紙照会事項書に
改めて記載してください。

差し支える場合は、その理由を記載してください。
※照会申出書の写しを照会先に送付しても差し支えない場合は、 (2)の記載は必要
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本会会員の次の受任事件について照会を求める事項は、下記のとおりです。
（下記1 ．2は、照会申出書の写しを照会先に送付することは差し支えるという場合にの
み、差し支えない範囲でご記入ください。 ）

記

1．受任事件
(1)当事者

■

(2)事件の概要等

－－健○
‐

2．照会を求める理由

※本件照会内容についての問合わせ先

蕊覇田口電話
迄お願いします。

貝登今毫二重

上記受刑者が収容されている刑務所名をご教示ください。@0
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